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剰余金の配当（増配）及び株主還元方針の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 2 月 13 日開催の取締役会において、2024 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配当（増配）

を行うこと及び株主還元方針を変更するについて決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．剰余金の配当（増配） 

（１）配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（2024 年 2 月 13 日公表） 

前期実績 

（2023 年 12 月期） 

基 準 日 2024 年 12 月 31 日 同左 2023 年 12 月 31 日 

1 株 当 た り 配 当 金 29 円 00 銭 27 円 00 銭 27 円 00 銭 

配 当 金 総 額 733 百万円 ─ 679 百万円 

効 力 発 生 日 2025 年 3 月 17 日 ─ 2024 年 3 月 11 日 

配 当 原 資 利益剰余金 ─ 利益剰余金 

 

（２）理由 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけております。事業成長や資本

効率の改善等による持続的な企業価値の向上に努めるとともに、継続的な安定配当及び機動的な自己株式取得

を実施していくことを株主還元の基本方針としております。配当額に関しましては、DOE（注）5％を目安に決

定し、長期安定かつ継続増配としていくことを目指しております。自己株式取得に関しましては、東京証券取

引所の新市場区分における「プライム市場」の上場基準のひとつである流通株式比率 35％の維持を目安とし

て、実施していくこととしております。 

上記の株主還元の基本方針に基づき、2024 年 12 月期の期末配当金については、当初 1 株当たり 27 円とし

ておりましたが、2024 年 12 月期の連結業績実績が 2024 年 8 月 9 日に発表した上方修正後の業績予想を上回

る結果となったことを鑑み、株主の皆様からの日頃のご支援に応えるべく、1 株当たり 2 円の増配となる 29

円といたしました。なお、中間配当金は 1 株当たり 27 円でありましたため、年間の配当金は 1 株当たり 56

円となります。 

 

（注）DOE（自己資本配当率）：年間配当総額÷自己資本 
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２．株主還元方針の変更 

（１）変更の内容（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政

策の一つとして位置づけております。事業成長や資本

効率の改善等による持続的な企業価値の向上に努め

るとともに、継続的な安定配当及び機動的な自己株式

取得を実施していくことを株主還元の基本方針とし

ております。配当額に関しましては、DOE 5％を目安

に決定し、長期安定かつ継続増配としていくことを目

指しております。自己株式取得に関しましては、東京

証券取引所の新市場区分における「プライム市場」の

上場基準のひとつである流通株式比率 35％の維持を

目安として、実施していくこととしております。 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政

策の一つとして位置づけております。事業成長や資本

効率の改善等による持続的な企業価値の向上に努め

るとともに、継続的な安定配当及び機動的な自己株式

取得を実施していくことを株主還元の基本方針とし

ております。配当額に関しましては、DOE 6％を目安

に決定し、長期安定かつ継続増配としていくことを目

指しております。自己株式取得に関しましては、東京

証券取引所の新市場区分における「プライム市場」の

上場基準のひとつである流通株式比率 35％の維持を

目安として、実施していくこととしております。 

 

（２）理由 

当社は、2021 年 2 月に「資本配分に関する基本方針」を策定・公表し、資本コスト（8.5％程度と認識）を

上回る資本生産性として、ROE 12％を中長期的な目標に掲げ、成長投資と株主還元の両立による企業価値向上

を目指しております。 

ROE 12％達成に向けた今後の財務・資本戦略について、業績動向、資金計画及び資本生産性等を総合的に勘

案し検討した結果、成長戦略実現に向けた積極的な投資に必要な内部留保を確保した上で、株主還元を強化し

自己資本の増加を抑制することで、中長期的な資本生産性向上を図ることを目的として、株主還元方針におけ

る DOE の目安を、従来の 5％から 6％に引き上げることといたしました。 

 

以上 


